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長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
塩
川
鉄
也
君
提
出
秘
密
保
全
の
た
め
の
法
制
の
在
り
方
に
関
す
る
有
識
者
会
議
の
情
報
開
示
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
塩
川
鉄
也
君
提
出
秘
密
保
全
の
た
め
の
法
制
の
在
り
方
に
関
す
る
有
識
者
会
議
の
情
報
開
示
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

秘
密
保
全
の
た
め
の
法
制
の
在
り
方
に
関
す
る
有
識
者
会
議
（
以
下
「
有
識
者
会
議
」
と
い
う
。
）
の
配
付
資
料
の
う
ち
、

首
相
官
邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
公
開
し
て
い
る
も
の
は
、
御
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

有
識
者
会
議
の
配
付
資
料
の
う
ち
、
首
相
官
邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
掲
載
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
�
タ
イ
ト
ル
、

�
サ
イ
ズ
、
�
枚
数
を
有
識
者
会
議
の
各
回
ご
と
に
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
回
有
識
者
会
議

�
秘
密
保
全
の
た
め
の
法
制
の
在
り
方
に
関
す
る
有
識
者
会
議
の
運
営
に
つ
い
て
（
案
）

�
Ａ
四

�
一
枚

�
情
報
漏
え
い
事
案
発
生
の
原
因
及
び
具
体
的
対
応

�
Ａ
四

�
四
枚

�
内
閣
情
報
調
査
室
職
員
に
対
す
る
ロ
シ
ア
大
使
館
職
員
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
事
案

�
Ａ
四

�
二
枚

�
中
国
漁
船
衝
突
事
件
映
像
情
報
流
出
事
案
の
概
要
に
つ
い
て

�
Ａ
四

�
一
枚

一



�
国
際
テ
ロ
対
策
に
係
る
デ
ー
タ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
へ
の
掲
出
事
案
に
関
す
る
中
間
的
見
解
等
に
つ
い
て
（
要
旨

）

�
Ａ
四

�
二
枚

�
関
係
法
令

�
Ａ
四

�
十
二
枚

第
二
回
有
識
者
会
議

�
秘
密
の
範
囲
・
秘
密
の
管
理
�
に
関
す
る
考
え
方
（
事
務
局
案
）
・
論
点

�
Ａ
四

�
七
枚

第
三
回
有
識
者
会
議

�
秘
密
取
扱
者
適
格
性
確
認
制
度
の
概
要

�
Ａ
四

�
一
枚

�
秘
密
の
管
理
�
に
関
す
る
考
え
方
（
事
務
局
案
）
・
論
点

�
Ａ
四

�
八
枚

�
諸
外
国
に
お
け
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
制
度
の
概
要

�
Ａ
四

�
五
枚

第
四
回
有
識
者
会
議

�
罰
則
等
に
関
す
る
考
え
方
（
事
務
局
案
）
・
論
点

�
Ａ
四

�
八
枚

�
諸
外
国
の
秘
密
保
全
に
関
す
る
法
制
に
お
け
る
罰
則

�
Ａ
四

�
二
十
六
枚

�
関
係
法
令

�
Ａ
四

�
十
二
枚

二



第
五
回
有
識
者
会
議

�
法
形
式
、
国
民
の
知
る
権
利
等
と
の
関
係
、
立
法
府
及
び
司
法
府
に
関
す
る
考
え
方
（
事
務
局
案
）
・
論
点

�
Ａ

四

�
四
枚

�
関
係
法
令

�
Ａ
四

�
十
二
枚

第
六
回
有
識
者
会
議

�
秘
密
保
全
の
た
め
の
法
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
報
告
書
）
（
案
）

�
Ａ
四

�
五
十
五
枚

�
報
告
書
案
（
第
三
次
案
か
ら
の
修
正
見
え
消
し
）

�
Ａ
四

�
二
十
四
枚

�
第
三
次
案
に
対
す
る
委
員
か
ら
の
御
意
見
等

�
Ａ
四

�
五
枚

ま
た
、
こ
れ
ら
の
配
付
資
料
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

四
十
二
号
。
以
下
「
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
開
示
請
求
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
情
報
公
開
法
第
五
条
各
号

に
定
め
る
不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
部
分
を
除
き
開
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い

と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
お
尋
ね
の
「
図
表
数
」
及
び
「
字
数
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、

三



お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て

第
六
回
有
識
者
会
議
に
お
い
て
は
、
各
回
の
有
識
者
会
議
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
随
時
委
員
か
ら
頂
い
た

意
見
を
反
映
さ
せ
た
報
告
書
案
を
配
付
し
、
有
識
者
会
議
の
委
員
が
議
論
し
て
い
る
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
「
秘
密
保
全
の
た

め
の
法
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
報
告
書
）
（
案
）
」
、
目
次
は
「
は
じ
め
に

第
一

秘
密
保
全
法
制
の
必
要
性
・
目
的

第
二

秘
密
の
範
囲

第
三

秘
密
の
管
理

第
四

罰
則

第
五

法
形
式

第
六

国
民
の
知
る
権
利
等
と
の
関
係

第
七

立
法
府
及
び
司
法
府

お
わ
り
に
」
、
サ
イ
ズ
は
Ａ
四
、
枚
数
は
五
十
五
枚
及
び
本
文
部
分
の
字
数
は
約
二
万
字

で
あ
る
。

ま
た
、
当
該
報
告
書
案
に
つ
い
て
は
、
「
秘
密
保
全
の
た
め
の
法
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
報
告
書
）
」
（
以
下
「
報
告

書
」
と
い
う
。
）
の
取
り
ま
と
め
後
、
情
報
公
開
法
に
基
づ
く
開
示
請
求
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
開
示
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
今
後
も
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

有
識
者
会
議
の
配
付
資
料
に
つ
い
て
は
、
第
一
回
有
識
者
会
議
に
お
い
て
、
「
会
議
に
お
け
る
配
付
資
料
の
公
開
に
つ
い

四



て
は
、
内
容
に
応
じ
て
可
否
を
判
断
す
る
」
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
配
付
資
料
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
機
微
な
情
報
が
含
ま
れ

て
い
な
い
か
、
ま
た
、
公
表
さ
れ
た
場
合
に
委
員
の
率
直
な
意
見
の
交
換
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
か
等
の
観
点
か
ら
、

有
識
者
会
議
に
お
い
て
公
開
の
可
否
に
つ
い
て
判
断
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
配
付
資
料
の
一
部
に
つ
い
て
は
公
開
さ
れ
て

い
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
有
識
者
会
議
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
公
開
さ
れ
て
い
る
議
事
要
旨
及
び
配
付
資
料
、
会
議
と

し
て
の
意
見
を
示
し
た
報
告
書
に
よ
っ
て
十
分
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

十
及
び
十
一
に
つ
い
て

報
告
書
に
つ
い
て
は
、
第
六
回
有
識
者
会
議
に
お
け
る
委
員
の
意
見
を
反
映
さ
せ
た
報
告
書
案
を
有
識
者
会
議
の
事
務
局

か
ら
委
員
に
送
付
し
、
さ
ら
に
委
員
か
ら
頂
い
た
意
見
を
反
映
さ
せ
た
最
終
案
を
同
様
に
送
付
し
た
上
で
、
委
員
が
確
認
し
、

そ
の
合
意
に
よ
り
内
容
が
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

十
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
等
」
と
は
、
配
付
資
料
の
公
開
に
つ
い
て
は
内
容
に
応
じ
て
可
否
を
判
断
す
る
こ
と
及
び
有
識
者
会
議
の
内

容
に
つ
い
て
会
議
終
了
後
に
事
務
局
が
記
者
ブ
リ
ー
フ
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。

十
三
か
ら
十
六
ま
で
に
つ
い
て

五



有
識
者
会
議
の
運
営
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
第
一
回
有
識
者
会
議
に
お
い
て
、
事
務
局
が
例
示
し
た
論
点
を
委
員
が
審

議
し
た
結
果
、
会
議
は
非
公
開
と
す
る
こ
と
、
議
事
要
旨
は
原
則
と
し
て
公
開
す
る
こ
と
、
配
付
資
料
の
公
開
に
つ
い
て
は

内
容
に
応
じ
て
可
否
を
判
断
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
委
員
全
員
が
合
意
し
、
有
識
者
会
議
と
し
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
決
定
さ
れ
た
有
識
者
会
議
の
運
営
に
つ
い
て
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
情
報
公
開
法
に
基
づ
く
開
示
請
求
が
行
わ
れ
た

場
合
に
は
開
示
し
て
い
る
。

十
七
に
つ
い
て

有
識
者
会
議
を
録
音
又
は
録
画
し
た
も
の
は
な
い
。

十
八
及
び
十
九
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
有
識
者
会
議
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
公
開
さ
れ
て
い
る
議
事
要
旨
及
び
配
付
資
料
、
会
議
と
し
て
の
意

見
を
示
し
た
報
告
書
に
よ
っ
て
十
分
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
公
開
さ
れ
て
い
な
い
有
識
者

会
議
の
配
付
資
料
に
つ
い
て
は
、
情
報
公
開
法
に
基
づ
く
開
示
請
求
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
情
報
公
開
法
第
五
条
各
号
に

定
め
る
不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
開
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
い
る
。

六


